
後期高齢者医療制度の保険料率は、高齢者の医療の確保に関する法律により、２年に一度見直すこと

とされています。また、令和８年度から子ども・子育て支援金の徴収が開始されるにあたり、子ども・子育て

支援金に係る保険料率も併せて算定いたしました。

令和８・９年度の保険料率は、群馬県後期高齢者医療広域連合議会令和８年第１回定例会（令和８年２

月 16日開催）において改正条例が可決され、次のとおり決定しました。

１.医療分（従来の保険料）の保険料率の改定

○賦課限度額の改正について

中間所得層の負担軽減を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律施行令の一部改正に伴い、

賦課限度額を８５万円に引き上げました。

○保険料率の引き上げについて

令和７年度をもって団塊の世代の後期高齢者への移行が完了しましたが、引き続き被保険者数の

増加が続き、同様に医療給付費の増加が見込まれます。さらに、後期高齢者負担率（※１）が増加して

いること等が保険料率の引き上げにつながっています。

なお、所得割率は前回より下がっておりますが、これは前回改定時から被保険者の所得額総額が

大幅に伸びており、所得割賦課総額（※２）の伸びを上回ったことによるものです。

※１ 医療給付費における後期高齢者負担（保険料）の割合で、国が決定します。

（令和６・７年度 12.67％→令和８・９年度 13.27％）

※２ 保険料で賦課すべき金額のうち、所得割にて賦課する額

均 等 割 額 ４９，１００円 均 等 割 額 ５４，６００円

所 得 割 率  １０．０７％ 所 得 割 率  ９．７８％

賦課限度額 ８０万円 賦課限度額 ８５万円

＜令和８・９年度>＜令和６・７年度>

令和８年度・令和９年度の保険料率が決まりました。



２．子ども・子育て支援金の保険料率の決定

子ども・子育て支援金制度は、全世代や企業から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対

する給付の拡充を通じてこどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みとして、令和８年度より創設さ

れます。群馬県後期高齢者医療広域連合として割り当てられた子ども・子育て支援納付金の額を充足す

るような保険料率を設定しました。

なお、子ども・子育て支援納付金は毎年改定を行うため、今回は令和８年度のみの算定となります。

３．所得が低い方に対する均等割額の軽減

後期高齢者医療制度の保険料について、令和８年度の均等割額の軽減制度は次のとおりです。経済

動向等を踏まえ、５割及び２割軽減の対象世帯に係る所得判定基準が改正されました。

また、令和８・９年度の医療分に限り、従来の７割軽減の対象者について、各広域連合の判断により、新

たに高額医療費負担金の見直しに係る激変緩和措置として特別調整交付金による0.2割の軽減を加える

ことが可能となりました。群馬県後期高齢者医療広域連合では、この 0.2 割の軽減を追加した 7.2 割軽減

を実施します。

※３ 令和８・９年度の医療分に限り、特別調整交付金による 0.2 割の軽減を加えて 7.2 割軽減としま

す。

※４ 「10万円×（年金・給与所得者の数－１）」の部分は年金・給与所得者の数が２以上の場合のみ計

算します。年金・給与所得者の数は同一世帯の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかの条件

を満たす人の数です。

・給与収入が 55万円を超える人（給与収入のうち事業専従者給与分を除く）

・前年の 12 月 31 日現在 65 歳未満かつ公的年金等収入額が 60 万円を超える人

・前年の 12 月 31 日現在 65 歳以上かつ公的年金等収入額が 125 万円を超える人

均 等 割 額 １，４００円

所 得 割 率  ０．２５％

賦課限度額 ２万１千円

＜令和８年度>

＜令和７年度＞ ＜令和８年度＞

医療分 子ども分

１５，２８８円 ４２０円
（7.2割軽減） （７割軽減）

５割軽減
「４３万円+３０万５千円×
（被保険者数）＋１０万円

×（年金・給与所得者の数※4－１）」以下

「４３万円+３１万円×
（被保険者数）＋１０万円

×（年金・給与所得者の数※4－１）」以下
２７，３００円 ７００円

２割軽減
「４３万円+５６万円×
（被保険者数）＋１０万円

×（年金・給与所得者の数※4－１）」以下

「４３万円+５７万円×
（被保険者数）＋１０万円

×（年金・給与所得者の数※4－１）」以下
４３，６８０円 １，１２０円

軽減割合
軽減後均等割額世帯主及び世帯の被保険者全員の

軽減判定所得の合計額
世帯主及び世帯の被保険者全員の

軽減判定所得の合計額

変更なし７割軽減※3
「４３万円+１０万円×
（年金・給与所得者の数※4－１）」以下


